
○職員採用試験受験者に対し市役所の仕事の魅力ややりがいを伝える取組の
一環として，若手職員とのＷｅｂ座談会を実施したほか，市長のメッセージ
動画を発信しました。受験率は昨年度と比べ約５ポイント増加しました。
○受験者数の増加を目的とした利便性の向上の取組として，エントリーシー
トの提出をオンライン化しました。
○特定任期付職員として弁護士資格を有する法務専門職及び新たな分野とし
て危機管理専門職の採用試験を実施し，９月に法務専門職を採用しました。
○入庁５年目職員のほか，女性職員を対象に，自身の今後のキャリアについ
て考える研修を実施し，自律的なキャリア形成を推進しました。
○人材育成の促進や組織力の向上に向け，部下との関係性構築の重要性など
をマネジメントの視点から再認識させる管理職対象の研修を実施しました。
○目標管理型人事評価制度について，職務意欲の向上を図る観点から新たな
評価区分（Ｂ＋）を設け，上位の評価区分（Ａ）と同様の勤勉手当成績率と
しました。
○会計年度任用職員制度の適切な運用を行うとともに，最低賃金改定に伴う
報酬単価の見直しなど処遇改善を図りました。
○デジタル人材の育成に向け，全職員を対象とした研修メニューについて検
討を進めました。
○東京都や地方公共団体情報システム機構等の研修プログラムを活用し，自
治体ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）に関する市職員の理解促進
や学習機会の提供を行いました。
○調布市デジタル化総合戦略１．０に基づき，各課で指名するデジタル化推
進員を対象としたＩＴパスポート（国家資格）取得促進支援を開始したほ
か，デジタル行政推進アドバイザーを活用したデジタルスキル向上に資する
セミナー等の開催により，デジタル（ＩＴ）人材の育成に関する取組を推進
しました。

【取組計画】（ＰＬＡＮ）

前　期

年次評価 Ａ（計画どおりに進捗）

【今年度の総括，次年度以降の取組の方向】
（ＣＨＥＣＫ・ＡＣＴＩＯＮ）

〇人材の確保に向け，職員採用ＰＲ動画等を活用し，市職員として働
くことの魅力や，やりがい等を受験者に伝えることができました。ま
た，任期付職員の新たな分野での活用を検討し，専門的知識・経験を
有する人材の確保につなげました。
○職員の自律的なキャリア形成を目的として，５年目職員を対象とし
たキャリアデザイン研修，主任職の女性を対象としたキャリア自律促
進研修を実施し，自身のこれまでの振返りと今後のキャリアについて
考える機会をつくりました。引き続き，自身のキャリアについて前向
きに捉え，考える研修を実施することで，職員の自律的なキャリア形
成を推進していきます。
○管理職を対象とした「管理職マネジメント研修」や「ナイスボス・
グッドパートナー研修」，「女性部下育成力強化研修」等を実施する
ことで，部下の仕事と生活の両立支援や育成スキルの向上を図るとと
もに，部下との関係性構築の重要性などをマネジメントの視点から再
認識させることで，管理職のマネジメント力の強化を図りました。次
年度以降も人材育成の促進や組織力の向上に向け取り組みます。
○定年延長制度を踏まえ，対象となる職員のモチベーション向上を目
的としたキャリア研修やリスキリングを実施します。
○会計年度任用職員制度において，デジタル化による効率的な運用を
行うとともに，報酬単価・休暇制度の改定等による処遇改善を行い，
適切な運用を図りました。次年度以降も会計年度任用職員制度の適切
な運用及び処遇改善に努めます。
○東京都や地方公共団体情報システム機構等の研修プログラムを引き
続き活用し，自治体ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）に関
する市職員の理解促進や学習機会の提供を行います。
○調布市デジタル化総合戦略１．０に基づき，各課で指名するデジタ
ル化推進員を対象としたＩＴパスポートの取得促進（２０名程度取
得）やＴＯＫＹＯスマホサポーターの取得促進（１００名程度取得）
を実施したほか，デジタル行政推進アドバイザーを活用したデジタル
スキル向上に資するセミナーやワークショップの開催を通して，デジ
タル（ＩＴ）人材の育成を推進しました。

【取組実績及び取組による成果・効果】（ＤＯ・ＣＨＥＣＫ）　

後　期

【取組計画】（ＰＬＡＮ）

○市職員の仕事の魅力ややりがいを効果的に発信し，専門的な知識・経験等
を持った多様かつ有為な人材確保につなげます。
○市独自での確保・育成が困難な専門分野（危機管理等）の人材について，
外部人材の活用検討を進めます。
○職員の自律的なキャリア形成を推進します。
○管理職のマネジメント能力の向上を図り，人材育成の促進や組織力の向上
につなげます。
○職員の職務及び昇任意欲の向上に向け，目標管理型人事評価制度の公正か
つ効果的な運用方法や昇任試験制度の課題整理を進めます。
○会計年度任用職員制度の適切な運用及び処遇改善に努めます。
○調布市デジタル化総合戦略１．０に基づくデジタル（ＩＴ）人材の育成に
関する取組を推進します。

【取組実績及び取組による成果・効果】（ＤＯ・ＣＨＥＣＫ）　

プラン

【年度別計画に対する今年度の進捗見込】（ＣＨＥＣＫ）　 ○

○人材確保に向け，新たに職員採用ＰＲ動画（事務職）を作成し，市職員
として働くことの魅力や，やりがい等を受験者に伝えることができまし
た。
○特定任期付職員の新たな分野として，１０月に危機管理専門職を採用し
ました。
○自律的なキャリア形成支援として，入庁５年目職員を対象とした「キャ
リアデザイン研修」，女性職員を対象とした「女性のための自律促進研
修」等を実施し，自身のこれまでの振返りと，今後のキャリアを主体的に
考える機会を設けました。
○人材育成に重点を置いた適材適所の人事配置の実現に向け，「調布市職
員の人事異動に関する指針」に，調布市人材育成総合プランに基づく人材
育成及び組織力向上の観点から人事異動を行う趣旨や，定年延長制度の導
入に伴う６０歳以降の職員の配置等について追記する改定を行いました。
○管理職を対象とした「管理職マネジメント研修」や「ナイスボス・グッ
ドパートナー研修」，「女性部下育成力強化研修」等を実施することで，
部下の仕事と生活の両立支援や育成スキルの向上に向けた取組を行い，管
理職のマネジメント力の強化を図りました。
○係長職以下の目標管理型人事評価の運用に当たり，人事評価実務者へ研
修を実施し，評価のポイントや視点の確認を行い，評価者の共通認識を深
めました。
○会計年度任用職員制度において，選考申込及び任用手続のデジタル化に
よる効率的な運用を行うとともに，令和６年度からの勤勉手当支給に向け
て準備を進めたほか，再度の任用の上限撤廃や報酬単価・休暇制度の改定
等処遇改善を図りました。
○東京都市町村職員研修所や東京都デジタルサービス局からのデジタル人
材育成に関する研修を活用し，職員の自治体ＤＸ（デジタルトランス
フォーメーション）に対する意識向上を図りました。
○調布市デジタル化総合戦略１．０に基づき，各課で指名するデジタル化
推進員を対象としたＩＴパスポートやＴＯＫＹＯスマホサポーターの取得
促進を実施したほか，デジタル行政推進アドバイザーを活用したデジタル
スキル向上に資するセミナー等の開催により，デジタル（ＩＴ）人材の育
成に関する取組を推進しました。

【後期における取組の方向】（ＡＣＴＩＯＮ）

○市主催のデジタル（ＩＴ）人材育成に関する研修の実施を検討します。
○管理職のマネジメント能力の向上につなげる研修カリキュラムを検討しま
す。

年度別計画

令和５年度

○市職員の仕事の魅力ややりがいを効果的に発信し，専門的な知識・経験
等を持った多様かつ有為な人材確保につなげます。
○市独自での確保・育成が困難な専門分野（危機管理等）の人材につい
て，外部人材の活用の検討を進めます。
○職員の自律的なキャリア形成を推進します。
○管理職のマネジメント能力の向上を図り，人材育成の促進や組織力の向
上につなげます。
○職員の職務及び昇任意欲の向上に向け，目標管理型人事評価制度の公正
かつ効果的な運用方法や昇任試験制度の課題整理を進めます。
○会計年度任用職員制度の適切な運用及び処遇改善に努めます。
○調布市デジタル化総合戦略１．０に基づくデジタル（ＩＴ）人材の育成
に関する取組を推進します。

総　括

多様化・複雑化する行政課題に的確に取り組むことができる人材を確保・育成するため，①組織に貢献する多様な人材の確保，②人材の育成・活用，③組織力の向上と人材育成のための適正配置・処遇，④能
力を最大限発揮するための職場環境の整備といった４つの視点を踏まえた，総合的な人材育成を進めます。

◆専門的な知識・経験等を有する多様かつ有為な人材の確保
◆自律的な人材の育成・活用
◆組織力の向上と人材育成のための適正配置・処遇改善
◆デジタル人材の育成（デジタルスキル向上のための研修等）

人材の確保・育成
人材の確保・育成と意欲の向上

方針 ４
基本的取組 ４－１

担当課 人事課，デジタル行政推進課，関係各課

２１ 人材の確保と育成の推進



年度別計画

令和５年度

○令和５年度から令和８年度を計画期間とする取組体系に基づき，
「研修」と「法務相談」を軸とした取組を実施します。
○国家賠償法，契約及び補助金をテーマとした研修と情報提供（法務
ニュースレター・判例Ｔｉｐｓ等）を重点的に行います。
○「条例等の立案能力の向上」を図る取組として，専門分野の外部講
師に依頼し，職員の政策法務能力向上につながる研修を実施します。
○職員向けの政策法務に関する調査について，内容を見直すととも
に，知識問題の設問数の拡充により知識の定着を図ります。

総　括

職員の法令等に関する基礎的知識の習得，法令等の解釈・運用能力の向上を図り，条例等の立案能力の向上のほか，政策法務の実践につなげるため，任期付法務専門職とともに研修，相談などの取
組を推進します。

◆政策法務能力の向上に資する研修の実施
◆法務専門職を中心とした行政実務法律相談（通称：法務ドクター事業）及び法務に関す
る情報提供の実施

人材の確保・育成
人材の確保・育成と意欲の向上

方針 ４
基本的取組 ４－１

担当課 法制課

２２ 政策法務能力の向上プラン

【年度別計画に対する今年度の進捗見込】（ＣＨＥＣＫ）　 ○

○法務に係る基礎知識の習得を図るため，人事課と連携し，映像研修
用ＤＶＤを活用した中堅職員実務研修を実施しました。
○前期に取り組んだ「著作権」をテーマにした情報発信を踏まえ，次
年度に更なる知識定着を図ることを目的に，「著作権」に係る映像研
修用ＤＶＤを作成しました。
○他部署からの研修実施依頼を受け，業務上の困難事案に対する対応
方法等を所管部署とともに考える取組として，オーダーメイド研修を
実施しました。
○政策法務に関する情報発信として，法令改正等の情報を随時庁内に
発信しました。
○毎年実施している政策法務に関する職員向けの法務意識・知識調査
について，これまでの取組を見直し，法務意識の向上と法務知識の定
着を図る観点から，設問数を増やすとともに，より実務に活用できる
内容に改善して実施しました。
○任期付法務専門職及び法務担当係長を中心とした法務ドクター事業
を実施（後期の相談件数７１件，前年比７件減）し，業務上のリスク
回避を図るとともに，相談に対し法律的な視点から助言し，事案の多
角的な視点からの検討を促すことで，職員の法務能力向上につなげま
した。【後期における取組の方向】（ＡＣＴＩＯＮ）

○政策法務に関する職員向けの法務意識・知識調査の結果等を踏ま
え，政策法務研修を実施します。
○法務ドクター事業の相談内容を踏まえ，多くの職員に有用な法務知
識に関する情報発信を実施します。
○法務知識の習得状況を数値化し，経年変化を捕捉するため，政策法
務に関する職員向けの法務意識・知識調査を実施します。

○映像研修用ＤＶＤについては，人事課と連携し，新任研修と係長職
実務研修において活用を図りました。
○政策法務に関する情報発信として，著作権をテーマとした「法務
ニュースレター」を２回発行するとともに，業務に関連した判例を紹
介している「判例Ｔｉｐｓ」を２回発行したほか，法令改正等の情報
を随時庁内に発信しました。
○職員を対象とした法務ドクター事業を実施（前期の相談件数１１１
件，前年比５６件増）し，業務上のリスク回避を図るとともに，相談
に対し法律的な視点から助言し，事案の多角的な視点からの検討を促
すことで，職員の法務能力向上につなげました。

【取組計画】（ＰＬＡＮ）

前　期

年次評価 Ｂ（概ね計画どおりに進捗）

【今年度の総括，次年度以降の取組の方向】
（ＣＨＥＣＫ・ＡＣＴＩＯＮ）

○市全体の事業がコロナ禍前の状況に戻りつつあることから，事業実
施に関する法務ドクター事業の利用件数が大幅に増加しました。相談
に対し法律的な視点から助言し，事案の多角的な視点からの検討を促
すことで，職員の法務能力向上につなげました。あわせて，既存の例
規についても，相談内容に対する課題解決の観点から，例規改正の必
要性等を助言するなど，総合的な対応に心掛けました。引き続き，丁
寧な対応に努め，職員の政策法務能力の向上につながるよう取組を推
進します。
○政策法務に関する研修及び情報発信では，後期に計画していた取組
の一部が未実施となりました。
○令和５年度から８年度までの計画期間における政策法務に関する職
員向けの法務意識・知識調査では，法務意識の向上と法務知識の定着
を図るべく取組を推進しており，当該調査については，調査対象職員
の約４２％（約５００人）が調査に参加しました。苦手意識のある法
分野も見受けられることから，次年度以降は，研修や情報発信のテー
マに取り上げるなど，調査結果を反映した取組につなげていきます。

【取組実績及び取組による成果・効果】（ＤＯ・ＣＨＥＣＫ）　

後　期

【取組計画】（ＰＬＡＮ）

○令和５年度から令和８年度を計画期間とする取組体系に基づき，
「研修」と「法務相談」を軸とした取組を実施します。
○著作権と国家賠償法をテーマとした研修と情報提供（法務ニュース
レター・判例Ｔｉｐｓ等）を重点的に行います。国家賠償法について
は，人事課と連携し，昨年度作成した映像研修用ＤＶＤの活用も図り
ながら，職員の政策法務能力向上に資する研修の実施に取り組みま
す。

【取組実績及び取組による成果・効果】（ＤＯ・ＣＨＥＣＫ）　



年度別計画

令和５年度

※ダイバーシティ（多様性），エクイティ（公平性），インクルージョン（包摂性）の一体的な促進…障害，性別，性自認，性的指向，介護や育児など，様々な個性や事情が配慮され，活躍できる環境が公
平に提供されている状態となるよう環境整備を図ること。

◆働き方改革による業務の生産性向上に向けた取組の推進
◆フリーアドレスの実施（一部職場）・検証，導入職場の検討
◆女性職員の活躍推進
◆能力を最大限発揮できる職場環境の整備（ダイバーシティ（多様性），エクイティ（公平性），

インクルージョン（包摂性）の一体的な促進
※
等）

◆ハラスメント防止対策やメンタルヘルス対策をはじめとした健康管理施策の推進

人材の確保・育成
全ての職員が能力を最大限発揮できる職場環境づくり

方針 ４
基本的取組 ４－２

働き方改革による業務の生産性向上を図るため，時間外勤務の縮減や業務の効率化を進めるほか，変則勤務・在宅勤務型テレワーク制度の最適化を図るとともに，執務環境の改革・改善に取り組みます。ま
た，女性をはじめ多様な視点を市政経営に反映させ，市民サービスの向上につなげる観点から，意思決定過程における女性職員の参画機会の拡充，性別や家庭の事情などに係るアンコンシャス・バイアス
（無意識の思い込み）に捉われない人事配置や人材育成を推進します。あわせて，性別や年齢，障害の有無等に関わらず，多様な人材が能力を最大限発揮し，活躍できる職場環境づくりを推進します。

担当課 人事課，デジタル行政推進課，企画経営課

２３ 働き方改革による生産性の向上と全ての職員が能力を最大限発揮できる職場環境の整備プラン

○総労働時間の縮減に向けて，毎月０のつく日を「管理職ゼロデイ
（管理職率先定時退庁日）」，また，毎週水曜日のノー残業デーに合
わせた午後７時消灯デーを新たに設けたほか，各部ごとに毎月１回以
上，毎週水曜日とは別に午後７時消灯デーを設定し実施しました。
○執務環境整備のモデル職場として選定した総務課において，関係各
課と協議を行いながら，年度内の実施に向けた準備を進めました。ま
た，執務環境整備に関する取組を庁内の会議において周知しました。
○女性職員のキャリア形成支援として，女性のキャリア自律促進研修
を実施し，自身のキャリアを主体的に考える機会を設けました。ま
た，管理職を対象とした女性部下育成力強化研修を実施することで，
女性の特徴を踏まえた育成スキルの向上に向けた取組を行い，管理職
のマネジメント力の強化を図りました。
○係長職を対象に，ハラスメント防止研修を実施し，最新のハラスメ
ント状況について情報共有するとともに，ハラスメントによる危険性
や定義等を正しく理解し，ハラスメントのない職場づくりを促進しま
した。また，東京都や国のハラスメント防止動画を活用し，全職員の
意識向上を図りました。
○新任職員，在職２年目及び在職７年目程度の職員を対象に，メンタ
ルヘルス対策の研修を実施し，セルフケアについて学びました。

【後期における取組の方向】（ＡＣＴＩＯＮ）

○時間外勤務の縮減に向けて，令和５年度の新規の取組である午後７時消灯
デーの実施の現状を把握し，今後の方向について検討します。
○フリーアドレスの導入を含めた執務環境整備のモデル職場において，具体
的な取組内容を検討します。
○女性職員の活躍推進に向けた研修カリキュラムを検討します。
○ハラスメント防止に向けた研修や環境づくり，メンタルヘルス対策を進め
ます。

○総労働時間の縮減に向けた取組を推進します。
○変則勤務・在宅勤務型テレワーク制度の最適化を図りつつ，多様な
働き方ができる職場環境整備を推進します。
○時間外勤務の縮減や業務の効率化につなげる観点から，フリーアド
レスの導入を含めた執務環境整備をモデル職場において実施するとと
もに，実施による成果を検証し，新たなモデル職場を検討します。
○女性職員の活躍推進に関する取組を推進するとともに，ダイバーシ
ティへの理解促進を図ります。
○ハラスメントのない職場づくり，メンタルへルス対策を含む健康管
理施策を推進します。

○

総　括

○総労働時間の縮減に向けて，毎月０のつく日を「管理職ゼロデイ（管理職
率先定時退庁日）」と設定し，管理職の率先垂範によりワーク・ライフ・バ
ランスの充実に向けた意識改革に取り組みました。また，毎週水曜日のノー
残業デーに合わせた午後７時消灯デーを新たに設けたほか，各部ごとに毎月
１回以上，毎週水曜日とは別に午後７時消灯デーを設定しました。
○働き方改革を推進する観点から，令和４年度下半期に実施した庁内アン
ケート結果を踏まえ，変則勤務や在宅勤務型テレワークの要件や上限設定の
試行運用を継続するなど，職場環境の整備を進めました。
○時間外勤務の縮減や業務の効率化につなげる観点から，フリーアドレスの
導入を含めた執務環境整備のモデル職場を選定し，今後の取組の方向を関係
各課と協議しました。
○管理職を対象とした研修（ナイスボス・グッドパートナー研修，管理職マ
ネジメント研修）にて，ダイバーシティ，エクイティ，インクルージョンの
一体的な促進の観点から，マネジメントの在り方，育児休業や介護休暇を取
得する職員への声かけ等について研修を実施し，管理職のマネジメント力強
化を図りました。
○ハラスメント防止に関する研修，メンター相談員制度などを通じたメンタ
ルヘルス対策に継続的に取り組み，職員の適切な健康管理を促進しました。

【取組計画】（ＰＬＡＮ）

前　期

年次評価 Ａ（計画どおりに進捗）

【今年度の総括，次年度以降の取組の方向】
（ＣＨＥＣＫ・ＡＣＴＩＯＮ）

○市長通達を発出し，総労働時間の縮減に向けて実効的な取組を打ち
出し，成果向上につなげました。具体的には，毎週水曜日のノー残業
デーの徹底に加え，管理職ゼロデイや毎月１日以上各部で設定する午
後７時消灯デーなどの定時退庁の推進のほか，庁内グループウェアの
活用や各種会議，定例資料の統廃合，資料のペーパーレス化，既存事
業の見直し等，様々な取組を各部署で実施しました。その結果，一般
職一人当たりの年間時間外勤務時間数は令和４年度と比較して約
１４．６％の削減となりました。来年度も引き続き，職員の働き方改
革による生産性の向上を図ります。
○昨年度から企画経営課にて開始したフリーアドレスについて，職員
アンケートなどを通じた効果の検証を行うとともに，モデル職場とし
て選定した総務課においてフリーアドレスを開始しました。今後は，
全庁的な執務環境整備の取組内容や進め方について関係各課と協議し
ながら検討します。
○女性職員のキャリア形成支援として，女性のキャリア自律促進研修
を実施し，自身のキャリアを主体的に考える機会を設けました。引き
続き，自身のキャリアを前向きに捉え，考える機会となる研修を実施
します。
○係長職を対象に，ハラスメント防止研修を実施し，最新のハラス
メント状況について情報共有し，ハラスメントによる危険性や定義等
を正しく理解することで，ハラスメントのない職場づくりを促進しま
した。また，東京都や国のハラスメント防止動画を活用し，全職員の
意識向上を図りました。引き続き，ハラスメントのない職場づくりに
取り組みます。
○メンタルヘルス対策として，職場復帰プログラムの試行実施と，制
度の構築に向けた整備を進め，次年度の制度化へつなげました。
○また，新任職員，在職２年目及び在職７年目程度の職員を対象に，
セルフケア等のメンタルヘルス対策の研修を実施し，職員の意識向上
を図りました。引き続き，セルフケアの方法や，ストレスとの向き合
い方について，若手から中堅職員を対象に実施し，職員の健康管理施
策を推進します。

【取組実績及び取組による成果・効果】（ＤＯ・ＣＨＥＣＫ）　

後　期

【取組計画】（ＰＬＡＮ）

○総労働時間の縮減に向けた取組を推進します。
○変則勤務・在宅勤務型テレワーク制度の最適化を図りつつ，多様な働き方
ができる職場環境整備を推進します。
○時間外勤務の縮減や業務の効率化につなげる観点から，フリーアドレスの
導入を含めた執務環境整備をモデル職場において実施します。
○女性職員の活躍推進に関する取組を推進するとともに，ダイバーシティへ
の理解促進を図ります。
○ハラスメントのない職場づくり，メンタルヘルス対策を含む健康管理施策
を推進します。

【取組実績及び取組による成果・効果】（ＤＯ・ＣＨＥＣＫ）　

【年度別計画に対する今年度の進捗見込】（ＣＨＥＣＫ）　


